
知 (ち)的 (てき)障 (しょう)がい者 (しゃ)を対 (たい)象 (しょう)とした
大 (おお)阪 (さか)府 (ふ)教 (きょう)育 (いく)庁 (ちょう)等 (とう)非 (ひ)常 (じょう)勤 (きん)作 (さ)業 (ぎょう)員 (いん)採 (さい)用 (よう)選 (せん)考 (こう)申 (もうし)込 (こみ)書 (しょ)大 (おお)阪 (さか)府 (ふ)教 (きょう)育 (いく)委 (い)員 (いん)会 (かい)


写 (しゃ)　　　真 (しん)
(縦 (たて)4cm×横 (よこ)3cm)
・上 (じょう)半 (はん)身 (しん)、脱 (だつ)帽 (ぼう)、
正 (しょう)面 (めん)向 (む)き
・半 (はん)年 (とし)以 (い)内 (ない)に撮 (さつ)影 (えい)
したもの
・申 (もうし)込 (こ)みの時 (とき)、必 (かなら)ず貼 (は)っておくこと





	ふりがな
	

	名 (な)　　前 (まえ)
	

	生 (せい)年 (ねん)月 (がっ)日 (ぴ)
	　　　年 (ねん)　　　月 (がつ)　　　日 (にち)
（満 (まん)　　　歳 (さい)）
	電 (でん)話 (わ)番 (ばん)号 (ごう)
	－　　　　－

	上 (じょう)記 (き)以 (い)外 (がい)の緊 (きん)急 (きゅう)時 (じ)連 (れん)絡 (らく)先 (さき)
	電 (でん)話 (わ)番 (ばん)号 (ごう)　　　　　－　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　（名 (な)前 (まえ)　　　　　　　　　　　　　　）

	住 (じゅう)　　所 (しょ)
	ふりがな　

	
	〒　　　－




	学 (がく)歴 (れき)・職 (しょく)歴 (れき)
	年 (ねん)
	月 (つき)
	学 (がく)歴 (れき)・職 (しょく)歴 (れき)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	本 (ほん)府 (ふ)非 (ひ)常 (じょう)勤 (きん)歴 (れき)
	年 (ねん)
	月 (つき)
	本 (ほん)府 (ふ)非 (ひ)常 (じょう)勤 (きん)職 (しょく)員 (いん)歴 (れき)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	免 (めん)許 (きょ)・資 (し)格 (かく)
	年 (ねん)
	月 (つき)
	免 (めん)許 (きょ)・資 (し)格 (かく)（免 (めん)許 (きょ)・資 (し)格 (かく)名 (めい)と取 (しゅ)得 (とく)又 (また)は取 (しゅ)得 (とく)見 (み)込み (こみ)の時 (じ)期 (き)を記 (き)入 (にゅう)）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	採 (さい)用 (よう)選 (せん)考 (こう)を受 (う)ける上 (うえ)で配 (はい)慮 (りょ)を要 (よう)する事 (じ)項 (こう)（車 (くるま)椅 (い)子 (す)の使 (し)用 (よう)等 (とう)）の有 (う)無 (む)
	有 (あり)　　　・　　　無 (なし)

	有 (あり)の場 (ば)合 (あい)の具 (ぐ)体 (たい)的 (てき)な配 (はい)慮 (りょ)内 (ない)容 (よう)
	

	〔欠 (けっ)格 (かく)事 (じ)由 (ゆう)に関 (かん)する申 (しん)告 (こく)〕 (］)
以 (い)下 (か)の地 (ち)方 (ほう)公 (こう)務 (む)員 (いん)法 (ほう)第 (だい)16 (１６)条 (じょう)に定 (さだ)める採 (さい)用 (よう)に関 (かん)する欠 (けっ)格 (かく)事 (じ)由 (ゆう)等 (とう)に該 (がい)当 (とう)しない場 (ば)合 (あい)は、□ (しかく)にレ印 (じるし)を記 (き)入 (にゅう)してください。
□　拘禁刑 (こうきんけい)以 (い)上 (じょう)の刑 (けい)に処 (しょ)せられ、その執 (しっ)行 (こう)を終 (お)わるまで又 (また)はその執 (しっ)行 (こう)を受 (う)けることがなくなるまでの人 (ひと)
□　大 (おお)阪 (さか)府 (ふ)職 (しょく)員 (いん)として懲 (ちょう)戒 (かい)免 (めん)職 (しょく)の処 (しょ)分 (ぶん)を受 (う)け、当 (とう)該 (がい)処 (しょ)分 (ぶん)の日 (ひ)から２年 (ねん)を経 (けい)過 (か)しない人 (ひと)
□　人 (じん)事 (じ)委 (い)員 (いん)会 (かい)又 (また)は公 (こう)平 (へい)委 (い)員 (いん)会 (かい)の委 (い)員 (いん)の職 (しょく)にあつて、地 (ち)方 (ほう)公 (こう)務 (む)員 (いん)法 (ほう)第 (だい)60条 (じょう)から第 (だい)63条 (じょう)までに規 (き)定 (てい)する罪 (つみ)を犯 (おか)し刑 (けい)に処 (しょ)せられた人 (ひと)
□　日 (にっ)本 (ぽん)国 (こく)憲 (けん)法 (ぽう)施 (し)行 (こう)の日 (ひ)以 (い)後 (ご)において、日 (にっ)本 (ぽん)国 (こく)憲 (けん)法 (ぽう)又 (また)はその下 (もと)に成 (せい)立 (りつ)した政 (せい)府 (ふ)を暴 (ぼう)力 (りょく)で破 (は)壊 (かい)することを主 (しゅ)張 (ちょう)する政 (せい)党 (とう)その他 (た)の団 (だん)体 (たい)を結 (けっ)成 (せい)し、又 (また)はこれに加 (か)入 (にゅう)した人 (ひと)
□　平 (へい)成 (せい)11年 (ねん)改 (かい)正 (せい)前 (まえ)の民 (みん)法 (ぽう)の規 (き)定 (てい)による準 (じゅん)禁 (きん)治 (ち)産 (さん)宣 (せん)告 (こく)を受 (う)けている人 (ひと)（心 (しん)神 (しん)耗 (こう)弱 (じゃく)を原 (げん)因 (いん)とするもの以 (い)外 (がい)）



※裏 (り)面 (めん)も必 (かなら)ず記 (き)入 (にゅう)してください。

	〔志 (し)望 (ぼう)動 (どう)機 (き)〕

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


（注 (ちゅう)）・志 (し)願 (がん)者 (しゃ)本 (ほん)人 (にん)が記 (き)入 (にゅう)してください。
・申 (もうし)込 (こみ)書 (しょ)に記 (き)載 (さい)された情 (じょう)報 (ほう)は、大 (おお)阪 (さか)府 (ふ)教 (きょう)育 (いく)庁 (ちょう)等 (とう)非 (ひ)常 (じょう)勤 (きん)作 (さ)業 (ぎょう)員 (いん)採 (さい)用 (よう)選 (せん)考 (こう)の円 (えん)滑 (かつ)な遂 (すい)行 (こう)のために用 (もち)い、
それ以 (い)外 (がい)の目 (もく)的 (てき)には使 (し)用 (よう)しません。また、大 (おお)阪 (さか)府 (ふ)個 (こ)人 (じん)情 (じょう)報 (ほう)保 (ほ)護 (ご)条 (じょう)例 (れい)に基 (もと)づき適 (てき)正 (せい)に管 (かん)理 (り)します。
　　 ・虚 (きょ)偽 (ぎ)の記 (き)載 (さい)をすると採 (さい)用 (よう)されないことがあります。
　　 ・日 (に)本 (ほん)国 (こく)籍 (せき)を有 (ゆう)しない人 (ひと)については、名 (な)前 (まえ)欄 (らん)に原 (げん)則 (そく)として、本 (ほん)名 (みょう)を記 (き)入 (にゅう)してください。






　

記 (き)入 (にゅう)内 (ない)容 (よう)に相 (そう)違 (い)ありません。

		　	　　　　　　　年 (ねん)　　　　月 (がつ)　　　　日 (にち)　　　　名 (な)前 (まえ)　　　　　　　　　　　　　　
